
参　　考

地方公営企業法 （抜粋）

 （予算）

　遅滞なく、管理者は、当該地方公共団体の長にその旨を報告するものとし、報告

　を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければ

　ならない。

第24条　　１～２略

３　業務量の増加に因り地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じた

  ときは、管理者は、当該業務量の増加に因り増加する収入に相当する金額を当該

  企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。この場合においては、


